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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受熱面を有するヒートシンクと、
　前記受熱面に対向する放熱面が形成された金属板、当該金属板の前記放熱面とは反対側
の面に設置され作動時に発熱するスイッチング素子、ならびに、当該スイッチング素子お
よび前記金属板の少なくとも一部を覆う樹脂体を有する半導体モジュールと、
　前記ヒートシンクの前記受熱面と前記半導体モジュールとの間に挟み込まれるようにし
て設けられ、前記金属板を経由した前記スイッチング素子の熱を前記受熱面に伝達可能な
シート状の放熱部材と、を備え、
　前記受熱面または前記放熱面の一方は、前記受熱面または前記放熱面の他方とは反対側
へ窪む凹部を有し、
　前記受熱面または前記放熱面の他方は、前記凹部に対応する位置に、前記凹部の形状に
対応する形状で前記一方側へ突出する凸部を有し、
　前記放熱部材は、前記凹部および前記凸部に対応する所定の範囲が前記凹部と前記凸部
との間に挟み込まれ、前記所定の範囲以外の少なくとも一部が前記凹部の外側で前記金属
板と前記ヒートシンクとに挟まれるようにして設けられていることを特徴とする電力変換
装置。
【請求項２】
　前記凹部の窪みの深さをｔ１、前記放熱部材の厚さをｔ２とすると、
　前記凹部および前記放熱部材は、ｔ１＞ｔ２の関係を満たすよう形成されていることを
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特徴とする請求項１に記載の電力変換装置。
【請求項３】
　前記凹部および前記凸部は、双方とも、前記受熱面に垂直な方向から見たときの外形が
略長方形となるよう形成され、
　前記凹部の長手方向の幅をｗ１、短手方向の幅をｗ２、前記凸部の長手方向の幅をｗ３
、短手方向の幅をｗ４とすると、
　前記凹部、前記凸部および前記放熱部材は、「０＜ｗ１－ｗ３≦２×ｔ２」および「０
＜ｗ２－ｗ４≦２×ｔ２」の関係を満たすよう形成されていることを特徴とする請求項２
に記載の電力変換装置。
【請求項４】
　前記放熱部材の前記所定の範囲は、少なくとも、前記放熱部材が、前記スイッチング素
子の板厚方向に対し平行で前記スイッチング素子の外縁端に接する仮想直線によって切り
取られる部分を含むことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の電力変換装置
。
【請求項５】
　前記放熱部材の前記所定の範囲は、少なくとも、前記放熱部材が、前記スイッチング素
子の板厚方向に対し４５度の角度をなして前記スイッチング素子の外縁端に接する仮想直
線によって切り取られる部分を含むことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載
の電力変換装置。
【請求項６】
　受熱面を有するヒートシンクと、
　前記受熱面に対向する放熱面が形成された金属板、当該金属板の前記放熱面とは反対側
の面に設置され作動時に発熱するスイッチング素子、ならびに、当該スイッチング素子お
よび前記金属板の少なくとも一部を覆うとともに前記受熱面に対向する対向面が形成され
た樹脂体を有する半導体モジュールと、
　前記ヒートシンクの前記受熱面と前記半導体モジュールとの間に挟み込まれるようにし
て設けられ、前記金属板を経由した前記スイッチング素子の熱を前記受熱面に伝達可能な
シート状の放熱部材と、を備え、
　前記受熱面または前記対向面の一方は、前記受熱面または前記対向面の他方とは反対側
へ窪む凹部を有し、
　前記受熱面または前記対向面の他方は、前記凹部に対応する位置に、前記凹部の形状に
対応する形状で前記一方側へ突出する凸部を有し、
　前記放熱部材は、前記凹部および前記凸部に対応する所定の範囲が前記凹部と前記凸部
との間に挟み込まれ、前記所定の範囲以外の少なくとも一部が前記凹部の外側で前記金属
板と前記ヒートシンクとに挟まれるようにして設けられていることを特徴とする電力変換
装置。
【請求項７】
　受熱面を有するヒートシンクと、
　前記受熱面に対向する放熱面が形成された金属板、当該金属板の前記放熱面とは反対側
の面に設置され作動時に発熱するスイッチング素子、ならびに、当該スイッチング素子お
よび前記金属板の少なくとも一部を覆うとともに前記受熱面に対向する対向面が形成され
た樹脂体を有する半導体モジュールと、
　前記ヒートシンクの前記受熱面と前記半導体モジュールとの間に挟み込まれるようにし
て設けられ、前記金属板を経由した前記スイッチング素子の熱を前記受熱面に伝達可能な
シート状の放熱部材と、を備え、
　前記受熱面または前記対向面の一方は、前記受熱面または前記対向面の他方とは反対側
へ窪む複数の凹部を有し、
　前記受熱面または前記対向面の他方は、前記凹部に対応する位置に、前記凹部の形状に
対応する形状で前記一方側へ突出するよう前記他方と一体に形成される複数の凸部を有し
、
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　前記放熱部材は、前記凸部に対応する位置に穴を有し、前記凸部が前記穴に挿通し前記
凹部に入り込んだ状態で前記受熱面と前記半導体モジュールとの間に挟み込まれているこ
とを特徴とする電力変換装置。
【請求項８】
　受熱面を有するヒートシンクと、
　前記受熱面に対向する放熱面が形成された金属板、当該金属板の前記放熱面とは反対側
の面に設置され作動時に発熱するスイッチング素子、ならびに、当該スイッチング素子お
よび前記金属板の少なくとも一部を覆うとともに前記受熱面に対向する対向面が形成され
た樹脂体を有する半導体モジュールと、
　前記ヒートシンクの前記受熱面と前記半導体モジュールとの間に挟み込まれるようにし
て設けられ、前記金属板を経由した前記スイッチング素子の熱を前記受熱面に伝達可能な
シート状の放熱部材と、を備え、
　前記放熱面は、前記対向面よりも前記受熱面側へ突出する金属凸部を有し、
　前記対向面は、前記金属凸部の前記対向面からの突出の高さと略同等の高さで前記受熱
面側へ突出するとともに前記金属凸部が間に位置するよう複数形成される樹脂凸部を有し
、
　前記放熱部材は、前記樹脂凸部および前記金属凸部に対応する部分が、前記樹脂凸部お
よび前記金属凸部と前記受熱面との間に挟み込まれていることを特徴とする電力変換装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スイッチング素子により電力を変換する電力変換装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体モジュールのスイッチング素子が発する熱をヒートシンクを経由して放熱
するようにした電力変換装置が知られている。特許文献１に記載された発明では、半導体
モジュールとヒートシンクとの間に放熱シート（放熱部材）が設けられている（特許文献
１の図３（ａ）参照）。この放熱シートの一部は、半導体モジュールの金属電極板とヒー
トシンクとの間に挟み込まれている。金属電極板にはＩＧＢＴ（スイッチング素子）が設
置されている。そのため、ＩＧＢＴが作動することにより発熱が繰り返されると、金属電
極板は伸縮を繰り返す。
【０００３】
　金属電極板およびヒートシンクの表面加工の精度によっては、放熱シートに接する金属
電極板の壁面およびヒートシンクの壁面に、例えば前記伸縮方向の一方側に傾斜する面を
もつ微小な突起が多数形成されている場合がある。この場合、金属電極板が伸縮を繰り返
すと、金属電極板とヒートシンクとに挟まれた放熱シートは、前記傾斜する面とは反対の
方向へ移動していく（以下、この現象を「ラチェット現象」という）。ラチェット現象が
継続的に生じると、放熱シートが半導体モジュールとヒートシンクとの間からはみ出した
り脱落したりするおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３７３９７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上述の問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、放熱部材のはみ出し
、および脱落を抑制可能な電力変換装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　請求項１に記載の発明は、ヒートシンクと、半導体モジュールと、放熱部材と、を備え
ている。ヒートシンクは、受熱面を有する。半導体モジュールは、金属板、スイッチング
素子、および、樹脂体を有する。金属板には、ヒートシンクの受熱面に対向する放熱面が
形成されている。スイッチング素子は、金属板の放熱面とは反対側の面に設置され、作動
時に発熱する。樹脂体は、スイッチング素子および金属板の少なくとも一部を覆っている
。放熱部材は、シート状に形成され、ヒートシンクの受熱面と半導体モジュールとの間に
挟み込まれるようにして設けられている。放熱部材は、金属板を経由したスイッチング素
子の熱をヒートシンクの受熱面に伝達可能である。
【０００７】
　本発明では、ヒートシンクの受熱面または金属板の放熱面の一方は、前記受熱面または
前記放熱面の他方とは反対側へ窪む凹部を有している。前記受熱面または前記放熱面の他
方は、凹部に対応する位置に、凹部の形状に対応する形状で前記一方側へ突出する凸部を
有している。そして、本発明では、放熱部材は、凹部および凸部に対応する所定の範囲が
凹部と凸部との間に挟み込まれ、前記所定の範囲以外の少なくとも一部が前記凹部の外側
で金属板とヒートシンクとに挟まれるようにして設けられている。つまり、放熱部材の前
記所定の範囲の外縁端の部分は、ヒートシンクの受熱面に対し略垂直な凹部の内壁と、ヒ
ートシンクの受熱面に対し略垂直な凸部の外壁と、に挟まれている。これにより、金属板
がスイッチング素子の発熱により伸縮を繰り返したとしても、ラチェット現象による放熱
部材の面方向の移動を抑制することができる。したがって、放熱部材が、ヒートシンクと
半導体モジュールとの間からはみ出ること、および脱落することを抑制することができる
。
【０００８】
　請求項２に記載の発明では、凹部の窪みの深さをｔ１、放熱部材の厚さをｔ２とすると
、凹部および放熱部材は、ｔ１＞ｔ２の関係を満たすよう形成されている。つまり、放熱
部材の前記所定の範囲の外縁端の部分は、ヒートシンクの受熱面に対し略垂直で「高さが
ｔ２（放熱部材の厚さ）よりも大きいｔ１である」凹部の内壁と、ヒートシンクの受熱面
に対し略垂直な凸部の外壁と、に挟まれている。これにより、ラチェット現象による放熱
部材の面方向の移動を抑制する効果をより高めることができる。
【０００９】
　請求項３に記載の発明では、凹部および凸部は、双方とも、ヒートシンクの受熱面に垂
直な方向から見たときの外形が略長方形となるよう形成されている。そして、凹部の長手
方向の幅をｗ１、短手方向の幅をｗ２、凸部の長手方向の幅をｗ３、短手方向の幅をｗ４
とすると、凹部、凸部および放熱部材は、「０＜ｗ１－ｗ３≦２×ｔ２」および「０＜ｗ
２－ｗ４≦２×ｔ２」の関係を満たすよう形成されている。これにより、放熱部材の前記
所定の範囲の外縁端の部分は、ヒートシンクの受熱面に対し略垂直な凹部の内壁と、ヒー
トシンクの受熱面に対し略垂直な凸部の外壁と、に挟まれた状態、あるいは、わずかに押
し潰されて収縮した（弾性変形した）状態となる。これにより、ラチェット現象による放
熱部材の面方向の移動を抑制する効果をさらに高めることができる。
【００１０】
　請求項４に記載の発明では、放熱部材の前記所定の範囲は、少なくとも、放熱部材が、
スイッチング素子の板厚方向に対し平行でスイッチング素子の外縁端に接する仮想直線に
よって切り取られる部分を含む。本発明では、放熱部材は、凹部と凸部とに挟み込まれる
ことにより、少なくとも前記所定の範囲は、ラチェット現象による面方向の移動が抑制さ
れている。したがって、スイッチング素子が発する熱を、放熱部材を経由して、安定して
、かつ、効果的にヒートシンクに伝達することができる。
【００１１】
　請求項５に記載の発明では、放熱部材の前記所定の範囲は、少なくとも、放熱部材が、
スイッチング素子の板厚方向に対し４５度の角度をなしてスイッチング素子の外縁端に接
する仮想直線によって切り取られる部分を含む。よって、請求項３に記載の発明と同様、
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スイッチング素子が発する熱を、放熱部材を経由して、安定して、かつ、効果的にヒート
シンクに伝達することができる。なお、請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の発明
に対し、前記所定の範囲をさらに限定するものである。
【００１２】
　請求項６～８に記載のそれぞれの発明は、請求項１に記載の発明とは完全に同一ではな
いものの構成が類似し、請求項１に記載の発明と同様の効果を奏することが可能な発明の
例である。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、ヒートシンクと、半導体モジュールと、放熱部材と、を備え
ている。ヒートシンクは、受熱面を有する。半導体モジュールは、金属板、スイッチング
素子、および、樹脂体を有する。金属板には、ヒートシンクの受熱面に対向する放熱面が
形成されている。スイッチング素子は、金属板の放熱面とは反対側の面に設置され、作動
時に発熱する。樹脂体は、スイッチング素子および金属板の少なくとも一部を覆っている
。樹脂体には、ヒートシンクの受熱面に対向する対向面が形成されている。放熱部材は、
シート状に形成され、ヒートシンクの受熱面と半導体モジュールとの間に挟み込まれるよ
うにして設けられている。放熱部材は、金属板を経由したスイッチング素子の熱をヒート
シンクの受熱面に伝達可能である。
【００１４】
　本発明では、ヒートシンクの受熱面または樹脂体の対向面の一方は、前記受熱面または
前記対向面の他方とは反対側へ窪む凹部を有している。前記受熱面または前記対向面の他
方は、凹部に対応する位置に、凹部の形状に対応する形状で前記一方側へ突出する凸部を
有している。そして、本発明では、放熱部材は、凹部および凸部に対応する所定の範囲が
凹部と凸部との間に挟み込まれ、前記所定の範囲以外の少なくとも一部が前記凹部の外側
で金属板とヒートシンクとに挟まれるようにして設けられている。つまり、放熱部材の前
記所定の範囲の外縁端は、ヒートシンクの受熱面に対し略垂直な凹部の内壁と、ヒートシ
ンクの受熱面に対し略垂直な凸部の外壁と、に挟まれている。これにより、金属板がスイ
ッチング素子の発熱により伸縮を繰り返したとしても、ラチェット現象による放熱部材の
面方向の移動を抑制することができる。したがって、放熱部材が、ヒートシンクと半導体
モジュールとの間からはみ出ること、および脱落することを抑制することができる。
【００１５】
　請求項７に記載の発明は、ヒートシンクと、半導体モジュールと、放熱部材と、を備え
ている。ヒートシンクは、受熱面を有する。半導体モジュールは、金属板、スイッチング
素子、および、樹脂体を有する。金属板には、ヒートシンクの受熱面に対向する放熱面が
形成されている。スイッチング素子は、金属板の放熱面とは反対側の面に設置され、作動
時に発熱する。樹脂体は、スイッチング素子および金属板の少なくとも一部を覆っている
。樹脂体には、ヒートシンクの受熱面に対向する対向面が形成されている。放熱部材は、
シート状に形成され、ヒートシンクの受熱面と半導体モジュールとの間に挟み込まれるよ
うにして設けられている。放熱部材は、金属板を経由したスイッチング素子の熱をヒート
シンクの受熱面に伝達可能である。
【００１６】
　本発明では、ヒートシンクの受熱面または樹脂体の対向面の一方は、前記受熱面または
前記対向面の他方とは反対側へ窪む複数の凹部を有している。前記受熱面または前記対向
面の他方は、凹部に対応する位置に、凹部の形状に対応する形状で前記一方側へ突出する
よう前記他方と一体に形成される複数の凸部を有している。そして、本発明では、放熱部
材は、凸部に対応する位置に穴を有し、凸部が当該穴に挿通し凹部に入り込んだ状態でヒ
ートシンクの受熱面と半導体モジュールとの間に挟み込まれている。本発明では、放熱部
材は、自身の穴に挿通された複数の凸部によって、面方向の移動が規制されている。これ
により、金属板がスイッチング素子の発熱により伸縮を繰り返したとしても、ラチェット
現象による放熱部材の面方向の移動を抑制することができる。したがって、放熱部材が、
ヒートシンクと半導体モジュールとの間からはみ出ること、および脱落することを抑制す



(6) JP 5201170 B2 2013.6.5

10

20

30

40

50

ることができる。
【００１７】
　請求項８に記載の発明は、ヒートシンクと、半導体モジュールと、放熱部材と、を備え
ている。ヒートシンクは、受熱面を有する。半導体モジュールは、金属板、スイッチング
素子、および、樹脂体を有する。金属板には、ヒートシンクの受熱面に対向する放熱面が
形成されている。スイッチング素子は、金属板の放熱面とは反対側の面に設置され、作動
時に発熱する。樹脂体は、スイッチング素子および金属板の少なくとも一部を覆っている
。樹脂体には、ヒートシンクの受熱面に対向する対向面が形成されている。放熱部材は、
シート状に形成され、ヒートシンクの受熱面と半導体モジュールとの間に挟み込まれるよ
うにして設けられている。放熱部材は、金属板を経由したスイッチング素子の熱をヒート
シンクの受熱面に伝達可能である。
【００１８】
　本発明では、金属板の放熱面は、樹脂体の対向面よりもヒートシンクの受熱面側へ突出
する金属凸部を有している。樹脂体の対向面は、金属凸部の対向面からの突出の高さと略
同等の高さでヒートシンクの受熱面側へ突出するとともに金属凸部が間に位置するよう複
数形成される樹脂凸部を有している。そして、本発明では、放熱部材は、樹脂凸部および
金属凸部に対応する部分が、樹脂凸部および金属凸部とヒートシンクの受熱面との間に挟
み込まれている。一般に樹脂の線膨張係数は、金属の線膨張係数に比べて小さい。本発明
では、放熱部材が特に複数の樹脂凸部とヒートシンクの受熱面との間に挟み込まれている
ため、放熱部材は、複数の樹脂凸部によってヒートシンクの受熱面側に安定した状態で押
さえ付けられている。これにより、金属板がスイッチング素子の発熱により伸縮を繰り返
したとしても、ラチェット現象による放熱部材の面方向の移動を抑制することができる。
したがって、放熱部材が、ヒートシンクと半導体モジュールとの間からはみ出ること、お
よび脱落することを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】（Ａ）は本発明の第１実施形態による電力変換装置を示す断面図、（Ｂ）は（Ａ
）のＢ－Ｂ線断面図。
【図２】図１（Ａ）を矢印ＩＩ方向から見た図。
【図３】（Ａ）は本発明の第１実施形態による電力変換装置を示す分解斜視図、（Ｂ）は
（Ａ）を矢印Ｂ方向から見た図。
【図４】（Ａ）は本発明の第２実施形態による電力変換装置を示す断面図、（Ｂ）は（Ａ
）のＢ－Ｂ線断面図。
【図５】図４（Ａ）を矢印Ｖ方向から見た図。
【図６】（Ａ）は本発明の第２実施形態による電力変換装置を示す分解斜視図、（Ｂ）は
（Ａ）を矢印Ｂ方向から見た図。
【図７】（Ａ）は本発明の第３実施形態による電力変換装置を示す断面図、（Ｂ）は（Ａ
）のＢ－Ｂ線断面図。
【図８】図７（Ａ）を矢印ＶＩＩＩ方向から見た図。
【図９】（Ａ）は本発明の第３実施形態による電力変換装置を示す分解斜視図、（Ｂ）は
（Ａ）を矢印Ｂ方向から見た図。
【図１０】（Ａ）は本発明の第４実施形態による電力変換装置を示す断面図、（Ｂ）は（
Ａ）のＢ－Ｂ線断面図。
【図１１】図１０（Ａ）を矢印ＸＩ方向から見た図。
【図１２】（Ａ）は本発明の第４実施形態による電力変換装置を示す分解斜視図、（Ｂ）
は（Ａ）を矢印Ｂ方向から見た図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の複数の実施形態を図に基づいて説明する。なお、複数の実施形態において、実
質的に同一の構成部位には同一の符号を付し、説明を省略する。
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　　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態による電力変換装置を図１～４に示す。なお、図１は電力変換装
置１の断面を示すものであるが、記載が煩雑になることを避けるため、図１では、断面ハ
ッチを省略している。
【００２１】
　電力変換装置１は、例えば交流電動機と直流電源との間に設けられ、直流電源からの電
力を直流から交流に変換し、交流電動機に供給する。電力変換装置１は、ヒートシンク２
、半導体モジュール３、放熱部材４等を備えている。
　ヒートシンク２は、例えばアルミ等の金属により形成されている。ヒートシンク２は、
受熱面２１を有する。ヒートシンク２は、受熱面２１から窪むようにして形成される凹部
２１１を有している。本実施形態では、凹部２１１は、図２および図３（Ａ）に示すよう
に、受熱面２１に垂直な方向から見たときの外形が略長方形となるよう形成されている。
【００２２】
　半導体モジュール３は、金属板３１、スイッチング素子３２、および、樹脂体３３を有
している。
　金属板３１は、例えば銅等の熱伝導性の高い金属により形成されている。金属板３１に
は、ヒートシンク２の受熱面２１に対向する放熱面３１１が形成されている。スイッチン
グ素子３２は、略板状に形成され、金属板３１の放熱面３１１とは反対側の面に設置され
ている。樹脂体３３は、スイッチング素子３２および金属板３１の一部を覆っている。
【００２３】
　本実施形態では、スイッチング素子３２は、金属板３１と接する面以外は樹脂体３３に
より覆われている。金属板３１は、一部を除き樹脂体３３により覆われている。なお、樹
脂体３３には、ヒートシンク２の受熱面２１に対向する対向面３３１が形成されている。
【００２４】
　ここで、スイッチング素子３２としては、ＭＯＳＦＥＴ（metal-oxide-semiconductor 
field-effect transistor）またはＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transistor：絶縁
ゲートバイポーラトランジスタ）等の半導体素子を用いることが考えられる。図２に示す
ように、樹脂体３３には複数の端子３４が埋設されている。端子３４は、スイッチング素
子３２または金属板３１に接続されている。端子３４には、スイッチング素子３２をスイ
ッチング制御するための制御信号が流れる。スイッチング素子３２がスイッチング作動を
行うとき、スイッチング素子３２には、図示しないバスバーを経由して比較的大きな電流
が流れる。そのため、スイッチング素子３２は作動時に熱を発する。金属板３１は、スイ
ッチング素子３２が発する熱を放熱面３１１から放熱可能である。
【００２５】
　図１（Ａ）、（Ｂ）、図２、および、図３（Ａ）、（Ｂ）に示すように、金属板３１の
放熱面３１１には、ヒートシンク２の凹部２１１に対応する位置に凸部３１２が形成され
ている。凸部３１２は、凹部２１１の形状に対応する形状で受熱面２１側へ突出している
。すなわち、凸部３１２は、放熱面３１１に垂直な方向から見たときの外形が略長方形と
なるよう形成されている。本実施形態では、樹脂体３３は、金属板３１のうち凸部３１２
を除く部分を覆っている。つまり、金属板３１は、凸部３１２の一部が対向面３３１より
もヒートシンク２側に突出し樹脂体３３から露出している。
【００２６】
　放熱部材４は、略長方形のシート状に形成されている。放熱部材４は、ヒートシンク２
の受熱面２１と半導体モジュール３との間に挟み込まれるようにして設けられている。放
熱部材４は、例えば、所定の厚みをもつガラス繊維クロスの両面に、窒化ボロンやアルミ
ナ等のフィラーを含むシリコーンゴムを塗布することにより形成されている。これにより
、放熱部材４は、比較的高い電気的絶縁性および熱伝導性を有している。また、放熱部材
４は、シリコーンゴムを含むため、弾性変形可能である。
【００２７】
　本実施形態では、半導体モジュール３は、ヒートシンク２との間に放熱部材４を挟んだ
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状態で、例えばネジ（図示せず）等の締結部材によりヒートシンク２に固定されている。
　また、本実施形態では、図１（Ａ）、（Ｂ）、および図２に示すように、放熱部材４は
、ヒートシンク２の凹部２１１および金属板３１の凸部３１２に対応する所定の範囲Ｓ１
（図２では斜め格子状の線で網掛けした部分）が、凹部２１１と凸部３１２との間に挟み
込まれている。これにより、放熱部材４は、略皿状に変形する（図３（Ａ）参照）ととも
に凹部２１１を形成する壁面および凸部３１２を形成する壁面に密着する。
【００２８】
　また、本実施形態では、図１（Ａ）に示すように、凹部２１１の窪みの深さをｔ１とし
、放熱部材４の厚さをｔ２とすると、凹部２１１および放熱部材４は、ｔ１＞ｔ２の関係
を満たすよう形成されている。なお、ｔ２は、０＜ｔ２≦０．５（ｍｍ）であることが望
ましい。
【００２９】
　また、本実施形態では、図１（Ａ）および（Ｂ）に示すように、凹部２１１の長手方向
の幅をｗ１、短手方向の幅をｗ２、凸部３１２の長手方向の幅をｗ３、短手方向の幅をｗ
４とすると、凹部２１１、凸部３１２および放熱部材４は、「０＜ｗ１－ｗ３≦２×ｔ２
」および「０＜ｗ２－ｗ４≦２×ｔ２」の関係を満たすよう形成されている。これにより
、放熱部材４の所定の範囲Ｓ１の外縁端の部分は、ヒートシンク２の受熱面２１に対し略
垂直な凹部２１１の内壁と、ヒートシンク２の受熱面２１に対し略垂直な凸部３１２の外
壁と、に挟まれた状態、あるいは、わずかに押し潰されて収縮した（弾性変形した）状態
となっている。
【００３０】
　さらに、本実施形態では、図１（Ａ）および（Ｂ）に示すように、放熱部材４の所定の
範囲Ｓ１は、放熱部材４が、スイッチング素子３２の板厚方向に対し４５度の角度をなし
てスイッチング素子３２の外縁端に接する仮想直線Ｌ１によって切り取られる部分Ｐ１を
含む。ここで、スイッチング素子３２が発する熱のうちの多くは、前記部分Ｐ１を経由し
てヒートシンク２に伝達される。
【００３１】
　以上説明したように、本実施形態では、ヒートシンク２の受熱面２１（ヒートシンク２
の受熱面２１または金属板３１の放熱面３１１の一方）は、金属板３１の放熱面３１１と
は反対側へ窪む凹部２１１を有している。金属板３１の放熱面３１１（受熱面２１または
放熱面３１１の他方）は、凹部２１１に対応する位置に、凹部２１１の形状に対応する形
状で受熱面２１へ突出する凸部３１２を有している。そして、放熱部材４は、凹部２１１
および凸部３１２に対応する所定の範囲Ｓ１が、凹部２１１と凸部３１２との間に挟み込
まれている。つまり、放熱部材４の所定の範囲Ｓ１の外縁端の部分は、ヒートシンク２の
受熱面２１に対し略垂直な凹部２１１の内壁と、ヒートシンク２の受熱面２１に対し略垂
直な凸部３１２の外壁と、に挟まれている。これにより、金属板３１がスイッチング素子
３２の発熱により伸縮を繰り返したとしても、ラチェット現象による放熱部材４の面方向
の移動を抑制することができる。したがって、放熱部材４が、ヒートシンク２と半導体モ
ジュール３との間からはみ出ること、および脱落することを抑制することができる。
【００３２】
　また、本実施形態では、凹部２１１の窪みの深さをｔ１、放熱部材４の厚さをｔ２とす
ると、凹部２１１および放熱部材４は、ｔ１＞ｔ２の関係を満たすよう形成されている。
つまり、放熱部材４の所定の範囲Ｓ１の外縁端の部分は、ヒートシンク２の受熱面２１に
対し略垂直で「高さがｔ２（放熱部材４の厚さ）よりも大きいｔ１である」凹部２１１の
内壁と、ヒートシンク２の受熱面２１に対し略垂直な凸部３１２の外壁と、に挟まれてい
る。これにより、ラチェット現象による放熱部材４の面方向の移動を抑制する効果をより
高めることができる。
【００３３】
　また、本実施形態では、凹部２１１および凸部３１２は、双方とも、ヒートシンク２の
受熱面２１に垂直な方向から見たときの外形が略長方形となるよう形成されている。そし
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て、凹部２１１の長手方向の幅をｗ１、短手方向の幅をｗ２、凸部３１２の長手方向の幅
をｗ３、短手方向の幅をｗ４とすると、凹部２１１、凸部３１２および放熱部材４は、「
ｗ１＞ｗ３」および「ｗ２＞ｗ４」、かつ、「ｗ１－ｗ３＜２×ｔ２」および「ｗ２－ｗ
４＜２×ｔ２」の関係を満たすよう形成されている。これにより、放熱部材４の所定の範
囲Ｓ１の外縁端の部分は、ヒートシンク２の受熱面２１に対し略垂直な凹部２１１の内壁
と、ヒートシンク２の受熱面２１に対し略垂直な凸部３１２の外壁と、に挟まれることで
、わずかに押し潰されて収縮した（弾性変形した）状態となる。これにより、ラチェット
現象による放熱部材４の面方向の移動を抑制する効果をさらに高めることができる。
【００３４】
　さらに、本実施形態では、放熱部材４の所定の範囲Ｓ１は、放熱部材４が、スイッチン
グ素子３２の板厚方向に対し４５度の角度をなしてスイッチング素子３２の外縁端に接す
る仮想直線Ｌ１によって切り取られる部分Ｐ１を含む。本実施形態では、放熱部材４は、
凹部２１１と凸部３１２とに挟み込まれることにより、少なくとも所定の範囲Ｓ１は、ラ
チェット現象による面方向の移動が抑制されている。したがって、スイッチング素子３２
の熱を、放熱部材４の特に前記部分Ｐ１を経由して、安定して、かつ、効果的にヒートシ
ンク２に伝達することができる。
【００３５】
　　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態による電力変換装置を図４～６に示す。第２実施形態は、半導体
モジュールの樹脂体が凹部を有する点、および、ヒートシンクが凹部を有さず樹脂体の凹
部に対応する凸部を有する点で、第１実施形態と異なる。なお、図４は電力変換装置の断
面を示すものであるが、記載が煩雑になることを避けるため、図４では、断面ハッチを省
略している。
【００３６】
　第２実施形態では、半導体モジュール３の樹脂体３３は、対向面３３１から窪むように
して形成される凹部３３２を有している。本実施形態では、凹部３３２は、図５および図
６（Ａ）、（Ｂ）に示すように、放熱面３１１に垂直な方向から見たときの形が略直線状
となるよう形成されている。
【００３７】
　図４（Ｂ）、図５、および、図６（Ａ）に示すように、ヒートシンク２の受熱面２１に
は、樹脂体３３の凹部３３２に対応する位置に凸部２１２が形成されている。凸部２１２
は、凹部３３２の形状に対応する形状で対向面３３１側へ突出している。すなわち、凸部
２１２は、受熱面２１に垂直な方向から見たときの形が略直線状となるよう形成されてい
る。
【００３８】
　本実施形態では、半導体モジュール３は、第１実施形態と同様、ヒートシンク２との間
に放熱部材４を挟んだ状態で、例えばネジ（図示せず）等の締結部材によりヒートシンク
２に固定されている。
【００３９】
　本実施形態では、図４（Ａ）、（Ｂ）、および図５に示すように、放熱部材４は、樹脂
体３３の凹部３３２およびヒートシンク２の凸部２１２に対応する部分Ｐ２（図５では斜
め格子状の線で網掛けした部分）が、凹部３３２と凸部２１２との間に挟み込まれている
。これにより、放熱部材４は、凸部２１２の形状に対応する形状に変形する（図６（Ａ）
参照）とともに凹部３３２を形成する壁面および凸部２１２を形成する壁面に密着する。
【００４０】
　なお、本実施形態では、図４（Ａ）、（Ｂ）、および図５に示すように、放熱部材４は
、金属板３１の凸部３１２に対応する部分Ｐ３（図５では縦横格子状の線で網掛けした部
分）が、ヒートシンク２の受熱面２１と凸部３１２との間に挟み込まれている。
【００４１】
　以上説明したように、本実施形態では、樹脂体３３の対向面３３１（ヒートシンク２の
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受熱面２１または樹脂体３３の対向面３３１の一方）は、ヒートシンク２の受熱面２１と
は反対側へ窪む凹部３３２を有している。ヒートシンク２の受熱面２１（受熱面２１また
は対向面３３１の他方）は、凹部３３２に対応する位置に、凹部３３２の形状に対応する
形状で対向面３３１側へ突出する凸部２１２を有している。そして、放熱部材４は、凹部
３３２および凸部２１２に対応する部分Ｐ２が、凹部３３２と凸部２１２との間に挟み込
まれている。つまり、放熱部材４の前記部分Ｐ２の外縁端は、ヒートシンク２の受熱面２
１に対し略垂直な凹部３３２の内壁と、ヒートシンク２の受熱面２１に対し略垂直な凸部
２１２の外壁と、に挟まれている。これにより、金属板３１がスイッチング素子３２の発
熱により伸縮を繰り返したとしても、ラチェット現象による放熱部材４の面方向の移動を
抑制することができる。したがって、放熱部材４が、ヒートシンク２と半導体モジュール
３との間からはみ出ること、および脱落することを抑制することができる。
【００４２】
　　（第３実施形態）
　本発明の第３実施形態による電力変換装置を図７～９に示す。第３実施形態は、樹脂体
の凹部およびヒートシンクの凸部の数および形状等が、第２実施形態と異なる。なお、図
７は電力変換装置の断面を示すものであるが、記載が煩雑になることを避けるため、図７
では、断面ハッチを省略している。
【００４３】
　第３実施形態では、半導体モジュール３の樹脂体３３は、対向面３３１から窪むように
して形成される凹部３３３を有している。本実施形態では、図８および図９（Ａ）、（Ｂ
）に示すように、凹部３３３は、対向面３３１に４つ形成されている。凹部３３３を形成
する内壁の形状は、略円筒状を呈している。
【００４４】
　図７（Ａ）、（Ｂ）、図８、および、図９（Ａ）、（Ｂ）に示すように、ヒートシンク
２の受熱面２１には、樹脂体３３の凹部３３３に対応する位置に凸部２１３が形成されて
いる。凸部２１３は、凹部３３３の形状に対応する形状で対向面３３１側へ突出している
。すなわち、凸部２１３は、受熱面２１に４つ形成され、略円柱状を呈している。
　本実施形態では、放熱部材４は、凸部２１３に対応する位置に穴４１を有している。穴
４１は、放熱部材４に４つ形成されている。
【００４５】
　本実施形態では、金属板３１の凸部３１２のスイッチング素子３２とは反対側の端面３
５は、樹脂体３３の対向面３３１と略同一平面上に位置している。すなわち、金属板３１
は、端面３５のみが樹脂体３３から露出している。
　また、半導体モジュール３は、第２実施形態と同様、ヒートシンク２との間に放熱部材
４を挟んだ状態で、例えばネジ（図示せず）等の締結部材によりヒートシンク２に固定さ
れている。
【００４６】
　本実施形態では、図７（Ａ）、（Ｂ）、および図８に示すように、放熱部材４は、凸部
２１３が穴４１に挿通し樹脂体３３の凹部３３３に入り込んだ状態でヒートシンク２の受
熱面２１と半導体モジュール３との間に挟み込まれている。
【００４７】
　以上説明したように、本実施形態では、樹脂体３３の対向面３３１（ヒートシンク２の
受熱面２１または樹脂体３３の対向面３３１の一方）は、ヒートシンク２の受熱面２１と
は反対側へ窪む複数の凹部３３３を有している。ヒートシンク２の受熱面２１（受熱面２
１または対向面３３１の他方）は、凹部３３３に対応する位置に、凹部３３３の形状に対
応する形状で対向面３３１側へ突出する複数の凸部２１３を有している。そして、放熱部
材４は、凸部２１３に対応する位置に穴４１を有し、凸部２１３が当該穴４１に挿通し凹
部３３３に入り込んだ状態でヒートシンク２の受熱面２１と半導体モジュール３との間に
挟み込まれている。本実施形態では、放熱部材４は、自身の穴４１に挿通された複数の凸
部２１３によって、面方向の移動が規制されている。これにより、金属板３１がスイッチ
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ング素子３２の発熱により伸縮を繰り返したとしても、ラチェット現象による放熱部材４
の面方向の移動を抑制することができる。したがって、放熱部材４が、ヒートシンク２と
半導体モジュール３との間からはみ出ること、および脱落することを抑制することができ
る。
【００４８】
　　（第４実施形態）
　本発明の第４実施形態による電力変換装置を図１０～１２に示す。第４実施形態は、ヒ
ートシンクが凹部を有しない点、および、樹脂体が凸部を有する点等で、第１実施形態と
異なる。なお、図１０は電力変換装置の断面を示すものであるが、記載が煩雑になること
を避けるため、図１０では、断面ハッチを省略している。
【００４９】
　第４実施形態では、ヒートシンク２には、第１実施形態で示したような凹部２１１は形
成されていない。よって、ヒートシンク２の受熱面２１は、平坦である。
　また、第４実施形態では、金属板３１の凸部３１２は、特許請求の範囲における「金属
凸部」に対応する。すなわち、凸部３１２は、樹脂体３３の対向面３３１よりも受熱面２
１側へ突出するよう形成されている。
【００５０】
　樹脂体３３の対向面３３１には、凸部３１２の対向面３３１からの突出の高さと略同等
の高さで受熱面２１側へ突出する凸部３３４が形成されている。本実施形態では、図１１
および図１２（Ａ）、（Ｂ）に示すように、凸部３３４は、２つ形成され、それぞれ直線
状を呈している。また、２つの凸部３３４は、互いに平行となるよう、かつ、間に金属板
３１の凸部３１２が位置するよう形成されている。ここで、樹脂体３３の凸部３３４は、
特許請求の範囲における「樹脂凸部」に対応する。
　上記構成により、凸部３３４の受熱面２１側の端面３６は、金属板３１の凸部３１２の
端面３５と略同一平面上に位置している。
【００５１】
　半導体モジュール３は、第１実施形態と同様、ヒートシンク２との間に放熱部材４を挟
んだ状態で、例えばネジ（図示せず）等の締結部材によりヒートシンク２に固定されてい
る。
　本実施形態では、図１０（Ａ）、（Ｂ）、および図１１に示すように、放熱部材４は、
樹脂体３３の凸部３３４に対応する部分Ｐ４（図１１では斜め格子状の線で網掛けした部
分）が、凸部３３４とヒートシンク２の受熱面２１との間に挟み込まれている。また、放
熱部材４は、金属板３１の凸部３１２に対応する部分Ｐ５（図１１では縦横格子状の線で
網掛けした部分）が、凸部３１２とヒートシンク２の受熱面２１との間に挟み込まれてい
る。
【００５２】
　以上説明したように、本実施形態では、金属板３１の放熱面３１１は、樹脂体３３の対
向面３３１よりもヒートシンク２の受熱面２１側へ突出する凸部３１２を有している。樹
脂体３３の対向面３３１は、凸部３１２の対向面３３１からの突出の高さと略同等の高さ
でヒートシンク２の受熱面２１側へ突出するとともに凸部３１２が間に位置するよう複数
形成される凸部３３４を有している。そして、放熱部材４は、凸部３３４および凸部３１
２に対応する部分Ｐ４および部分Ｐ５が、凸部３３４および凸部３１２とヒートシンク２
の受熱面２１との間に挟み込まれている。一般に樹脂の線膨張係数は、金属の線膨張係数
に比べて小さい。本実施形態では、放熱部材４が特に複数の凸部３３４（樹脂体３３）と
ヒートシンク２の受熱面２１との間に挟み込まれているため、放熱部材４は、複数の凸部
３３４によってヒートシンク２の受熱面２１側に安定した状態で押さえ付けられている。
これにより、金属板３１がスイッチング素子３２の発熱により伸縮を繰り返したとしても
、ラチェット現象による放熱部材４の面方向の移動を抑制することができる。したがって
、放熱部材４が、ヒートシンク２と半導体モジュール３との間からはみ出ること、および
脱落することを抑制することができる。
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【００５３】
　　（他の実施形態）
　上述の第１実施形態では、ヒートシンク２が凹部２１１を有し、金属板３１が前記凹部
２１１に対応する凸部３１２を有する構成を示した。これに対し、本発明の他の実施形態
では、金属板が凹部を有し、ヒートシンクが前記凹部に対応する凸部を有する構成として
もよい。同様に、第２実施形態および第３実施形態において樹脂体に形成される凹部とヒ
ートシンクに形成される凸部とは、形成される部材が逆転した構成であってもよい。
【００５４】
　また、上述の第１実施形態では、凹部および放熱部材が、ｔ１＞ｔ２の関係を満たすよ
う形成される例を示した。これに対し、本発明の他の実施形態では、凹部および放熱部材
は、ｔ１＞ｔ２の関係を満たさない構成であってもよい。
　また、上述の第１実施形態では、凹部、凸部および放熱部材が、「ｗ１＞ｗ３」および
「ｗ２＞ｗ４」、かつ、「ｗ１－ｗ３＜２×ｔ２」および「ｗ２－ｗ４＜２×ｔ２」の関
係を満たすよう形成される例を示した。これに対し、本発明の他の実施形態では、凹部、
凸部および放熱部材は、「ｗ１－ｗ３＜２×ｔ２」および「ｗ２－ｗ４＜２×ｔ２」の関
係を満たさない構成であってもよい。
【００５５】
　さらに、上述の第１実施形態では、放熱部材４の所定の範囲Ｓ１は、放熱部材４が、ス
イッチング素子３２の板厚方向に対し４５度の角度をなしてスイッチング素子３２の外縁
端に接する仮想直線Ｌ１によって切り取られる部分Ｐ１を含む例を示した。これに対し、
本発明の他の実施形態では、放熱部材の凹部および凸部に対応する所定の範囲は、放熱部
材が、スイッチング素子の板厚方向に対し平行でスイッチング素子の外縁端に接する仮想
直線によって切り取られる部分を含む構成であってもよい。このような構成であっても、
第１実施形態と同様、スイッチング素子の熱を、放熱部材を経由して、安定して、かつ、
効果的にヒートシンクに伝達することができる。
【００５６】
　上述の複数の実施形態では、金属板３１の凸部３１２の一部が樹脂体３３から露出する
構成を示した。これに対し、本発明の他の実施形態では、上述の複数の実施形態の変形例
として、金属板３１の凸部３１２が、樹脂体３３から露出せず、すべて樹脂体３３で覆わ
れる構成としてもよい。また、金属板３１の凸部３１２は、樹脂体３３から露出する場合
、表面に絶縁材料が蒸着されるような構成であってもよい。
【００５７】
　本発明の他の実施形態では、放熱部材は、所定の絶縁性および熱伝導性を確保できるの
であれば、いかなる材料により形成されていてもよい。また、放熱部材は、組み付け前の
状態にあっては液状であって、組み付け後に硬化するような材料により形成されていても
よい。
【００５８】
　本発明は、構成上の阻害要因がない限り、上述の各実施形態同士を組み合わせることが
できる。
　本発明は、交流電動機に限らず、交流の電力により駆動する種々の機器等に適用するこ
とができる。
　このように、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しな
い範囲で種々の形態で実施可能である。
【符号の説明】
【００５９】
１　　　・・・電力変換装置
２　　　・・・ヒートシンク
２１　　・・・受熱面
２１１　・・・凹部
３　　　・・・半導体モジュール
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３１　　・・・金属板
３１１　・・・放熱面
３１２　・・・凸部
３２　　・・・スイッチング素子
３３　　・・・樹脂体
４　　　・・・放熱部材

【図１】 【図２】



(14) JP 5201170 B2 2013.6.5

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(15) JP 5201170 B2 2013.6.5

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(16) JP 5201170 B2 2013.6.5

【図１１】 【図１２】



(17) JP 5201170 B2 2013.6.5

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００５－０５７１０８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２２６８９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２１０５６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０４６０３５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０２Ｍ　　　７／４８　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２５／０７　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２５／１８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

